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職場復帰が困難となった場合等における育児休業給付金の取扱いについて 

（令和６年能登半島地震関係） 

 

令和６年能登半島地震により、預け先として予定していた保育所等が被害を受け、

予定していた育児休業からの職場復帰が困難になった場合等の育児休業給付金

の取扱いについて、下記のとおり示すので、その実施に遺漏のないよう特段のご

配意をよろしくお願いする。 

 

記 

 

１ 預け先として予定していた保育所等が被害を受け、予定していた職場復帰が

困難になった場合の育児休業給付金受給者への対応について 

新潟県、富山県、石川県及び福井県の災害救助法適用地域（以下「対象地域」

という。）に所在する保育所等が被害を受けたために、職場復帰ができない場

合（二次避難や受付の停止のために、保育所等への保育の申し込みができなか

った場合を含む。）雇用保険業務取扱要領 59603(3)イに該当するものとして、

支給対象期間の延長を行って差し支えないこと。また、保育の利用が実施され

ないことの確認は、市町村より発行された証明書を提出させることとしている

が、市町村から証明書等が発行されない場合については、59603(3)イなお書き

のとおり、被保険者の疎明書を提出させることにより、確認することとして差

し支えないこと。 

 

２ 同一の子について３回目以後の育児休業を取得する場合の対応について 

育児休業を行ったことのある労働者が当該対象育児休業終了後、対象地域に

所在する保育所等が被害を受けたために、当該子（１歳に満たない子に限る。）

について保育の利用が実施されず、同一の子について３回目以後の育児休業を

取得する場合、雇用保険業務取扱要領 59503-2(3-2)ロ(ﾄ)に該当するものとし

て、育児休業給付金の対象として差し支えないこと。なお、３回目以後の育児

休業を取得後上記１の事由により、支給対象期間を延長することも可能である

こと。 


